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情報であって、公開を前提としているものではないこと及び当該情報を公にするこ

とにより、団体と実施機関との信頼関係が損なわれ､協力を得ることが難しくなり、

人権教育、同和教育の推進という事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があると実施機関は主張する。

審査会で本件行政文書を見分したところ、本件行政文書には差別事象の解消・解

決に向けての関係機関の率直な意見交換に関する情報の記載が認められた。これら

の情報は公にすることにより、忌悼のない意見を交わすことが濤曙され、差別事象

の解消・解決の妨げとなることが懸念される。

また、実施機関が主張するように、差別の現実に学ぶ現地研修を行うに当たり、

団体からの協力が得られなくなることが予測され、人権教育、同和教育の推進とい

う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと認められることか

ら、実施機関が本号に該当するとして非公開とした情報のうち、別表に示す箇所を

除いた部分については､本号に該当し､非公開とした実施機関の判断は妥当である。

(2)一方〈別表に示す確認会等の参加者が属する団体の名称及び公務員の職名、県の

担当者が発言した県の人権教育・同和教育の基本方針について記載された部分につ

いては、公にしたとしても団体との信頼関係が損なわれるとは認められない。

したがって、これらの情報は本号には該当せず〈公開することが妥当である。

(3)なお、審査請求人は、生徒のう．ライバシーが県立高校職員によって団体に漏えい

したとして地方公務員法第34条第1項に規定する職員の守秘義務違反を指摘し、ま

た､､団体と実施機関の不適切な関係により違法な情報収集が行われ法的保護に値す

るような事務事業とは言えないと指摘するなど、実施機関の行う事務又は事業にお

いて情報が不適切に取り扱われていることを理由として非公開とした処分は妥当で

はない旨主張している。しかし、審査会において、本件行政文書を見分し、実施機

関から聴取を行ったところ、実施機関が、確認会等の場において、差別事案の原因

究明、再発防止を目的として取得した生徒のプライバシーに関わる情報を当該目的

以外で団体に提供するなどの不適切な取扱いが行われている事実は認められなかっ

た。：

’

’

’

’4 結論

以上の事実及び理由に基づき、当審査会は、「第1審査会の結論」のとおり判断す

るものである。

5 付言

(1)本件行政文書として特定された文書には､ 類似の情報について当該各文書によっ

て公開又は非公開の判断が異なる不整合な箇所が散見された。

今後の公開請求への対応においては、公開・非公開の判断が適切に行われていな
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いのではないか、といった不信感を招くことのないよう、慎重な対応を望むもので

ある。

(2)実施機関によると、確認会等で協議された内容については公開しないとの認識で

あるが、確認会等で入手した情報については、関係機関の間で外部に漏らさない旨

の取り決めは行っていないとのことである。確認会等において生徒の差別事象に係

る内容等機微に触れる情報を取り扱っていることから、実施機関において、より一

層の情報管理の徹底を望むものである。

第6 審査会の処理経過

，本件審査請求についての当審査会の処理経過は、別記のとおりである。

第7 審議に参加した委員の氏名（五十音順）

阿達秀昭（第50回まで)、稲吉晃(第56回から)、中村恵子､服部誠司(第53回から)、

村上裕、山本真敬（第53回まで）

｛
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別記

審 査 会 の 処 理 経 過

処 理 内 容年 月 日

Ｇ
３

令和6年3月22日 実施機関から諮問を受けた。

令和6年4月26日

（第45回第1部会）
事案の審議を行った。
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･事案の審議を行った。

･実施機関から処分理由の説明を聴取した。

令和6年6月18日

（第47回第1部会）

事案の審議を行った。

審査請求人から意見を聴取した。

令和6年8月29日

（第48回第1部会）

令和6年9月19日

（第49回第1部会）
･事案の審議を行った。

令和6年10月31日

（第50回第1部会）
･事案の審議を行った。

令和7年1月30日
凸

（第53回第1部会）
事案の審議を行った。
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令和7年4月24日
9

（第56回第1部会）
｜

'．
事案の審議を行った。

I

･事案の審議を行った。

･審査請求人から意見を聴取した。

令和7年5月29日

（第57回第1部会）

』

令和7年6月26日

（第58回第1部会）

0

事案の審議を行った。
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･事案の審議を行った。

･実施機関から処分理由の説明を聴取した。

令和7年7月22日

（第59回第1部会）

令和7年8月27日

（第60回第1部会）
･事案の審議を行った。

令和7年9月18日

（第61回第1部会）
･事案の審議を行った。

令和7年10月28日

（第62回第1部会）
･事案の審議を行った。

(注） 審査会の回数は、通算回数である。

1
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別表

○令和5年2月3日の部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立高校との確認会に係る全ての文書
頁 公開すべき部分

4行目 ・

22行目1文字目から4文宇目まで

24行目

26行目

9行目2文宇目から13文字目まで

10行目2文宇目から9文宇目まで

11行目14文宇目から15文宇目まで

12行目4文宇目から7文宇目まで

13行目12文宇目から13文宇目まで

17行目12文宇目から13文宇目まで及び19文宇目から20文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄10行目2文宇目から22文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄11行目1文宇目から21文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄12行目1文宇目から21文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄13行目1文宇目から21文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄14行目1文宇目から21文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄15行目1文宇目から21文宇目まで

「（2 ）協議」の表の右欄1行目1文宇目から22文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄2行目1文宇目から21文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄3行目1文宇目から16文字目まで

1

3

「（2）協議」の表の右欄4行目2文宇目から22文宇目まで

「（2）協議」の表の右欄5行目1文宇目から21文宇目まで

2）協議｣ の表の右欄6行目1文宇目から21文宇目まで「（

1文宇目から19文宇目まで

2文宇目から22文宇目まで

「（2）協議」

「（2）協議」

の表の右欄7行目

の表の右欄9行目4

2）協議」の表の右欄10行目1文宇目から22文宇目まで

2）協議」の表の右欄11行目1文宇目から22文宇目まで

Ⅳ
｜
Ⅸ

｢‘（2）協議」

「（2）協議」

目
目

行
行

２
３

１
１

欄
欄

右
右
の
の

表
表

の
の 1文宇目から22文宇目まで

2文宇目から22文字目まで

2）協議」の表の右欄14行目1文宇目から22文宇目まで

2）協議」の表の右欄15行目1文宇目から22文宇目まで

2）協議」の表の右欄16行目1文宇目から17文宇目まで

名」欄の5行目、9行目及び11行目から43行目まで

B~10文宇目から12文宇目まで
目1文宇目から12文宇目まで

「（2）

「（2）

「（2）

5「職名」

1行目］

7行目

8行目1文宇目から12文宇目まで

9行目l1文宇目から12文宇目まで

6

lb行目11文宇目から12文宇目まで．

4行目

8行目17文宇目から22文宇目まで

「概要」の表の5行目10文字目から11文宇目まで

、｢概要」の表の6行目5文字目から6文宇目まで
「概要」の表の7行目5文宇目から6文宇目まで

「概要」の表の8行目1文宇目から10文字目まで及び15文字目から16文宇目まで

「概要」の表の9行目13文宇目から15文宇目まで

「概要」の表の12行目1文宇目から9文宇目まで

.｢概要」の表の14行目1文宇目から8文宇目まで
4行目39文宇目から42文宇目まで

7行目3文宇目から4文宇目まで及び11文宇目から14文宇目まで ，

8行目13文宇目から15文宇目まで

ｕ
｜
吃

’
1q
工 』

14ノ
9行目1文宇目から4文宇目まで、7文宇目から8文宇目まで、16文宇目から18文宇目及び21文
宇目から22文字目まで

11行目17文宇目から22文宇目まで

19 22行目から23行目まで

214行目

228行目20文宇目から35文宇目まで

ナ
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．

「概要」の表の6行目10文宇目から11文宇目まで
「概要」の表の7行目5文宇目から6文宇目まで

「概要」の表の8行目5文宇目から6文宇目まで

「概要」の表の9行目12文宇目から15文宇目まで

23「概要｣ の表の11行目14文宇目から15文宇目まで
「概要」の表の12行目1文宇目から10文宇目まで

「概要」の表の13行目1文宇目から12文宇目まで
「概要」の表の14行目1文宇目から8文宇目まで

「概要」の表の17行目16文宇目から19文宇目まで
’6行目11文宇目から13文宇目まで及び17文宇目から19文宇目まで

13行目5文宇目から8文宇目まで、16文宇目から17文宇目まで及び18文宇目から19文宇目まで

2416行目8文宇目から10文宇目まで、11文宇目から13文宇目まで及び35文宇目から38文宇目まで
17行目15文宇目から16文宇目まで

18行目16文宇目から17文宇目まで及び26文宇目から27文宇目まで

19行目1文宇目から4文宇目まで及び5文宇目から6文宇目まで
3215行目

23

24

13行目

14行目
qq
J U

9行目1文宇目から7文宇目まで及び19文宇目から20文宇目まで

10行目17文宇目から19文宇目まで

11行目22文宇目から25文宇目まで

12行目15文宇目から18文宇目まで

･13行目19文宇目から20文宇目まで及び26文宇目から27文宇目まで

14行目12文宇目から13文宇目まで、19文宇目から20文宇目まで及び26文宇目から27文宇目まで
15行目1文字目から12文宇目まで

.16行目1文宇目から8文字目まで

34'19行目3文宇目から4文宇目まで

20行目3文宇目から4文宇目まで、13文宇目から14文宇目まで及び50文宇目から52文宇目まで
22行目16文宇目から17文字目まで及び20文宇目から23文宇目まで

23行目3文宇目から4文宇目まで及び13文宇目から14文宇目まで
24行目1文宇目から5文宇目まで

25行目17文宇目から20文宇目まで

26行目3文宇目から4文宇目まで

27行目1文宇目から5文字目まで及び6文宇目から10文宇目まで

28行目3文宇目から4文宇目まで及び7文宇目から10文宇目まで
4113行目1文宇目から9文宇目まで

’3行目1文宇目から9文宇目まで

34

16行目16文宇目から17文宇目まで及び21文宇目から22文宇目まで
17行目16文宇目から17文宇目まで、21文宇目から22文宇目まで及び26文宇目から27文宇目まで

44
18行目16文宇目から17文宇目まで、

19行目16文宇目から17文宇目まで、

20行目16文宇目から17文宇目まで、

4行目

20行目1文宇目から4文宇目まで
22行目

23行目17文宇目から18文宇目まで

24行目

7行目1文宇目から4文宇目まで

8行目16文宇目から24文宇目まで

21文宇目から22文宇目まで及び26文宇目から27文宇目まで

21文宇目から22文宇目まで及び26文宇目から27文宇目まで

21文宇目から22文字目まで及び26文宇目から27文宇目まで

兵1
J｣

52
9行目17文宇目から27文宇目まで

12行目20文宇目から22文宇目まで及び24文宇目から26文宇目まで

「概要」の表の2行目9文宇目から10文宇目まで及び14文宇目から15文宇目まで
｢概要」

｢概要」

｢概要」

の表の3行目3文宇目から4文宇目まで及び18文字目から19文字目まで
の表の4行目1l文宇目から13字目まで

の表の5行目3文宇目から6文宇目まで53

｢概要」の表の6行目8文宇目から9文宇目まで
｢概要」の表のl1行目1文宇目から9文宇目まで

，「概要」の表の12行目1文宇目から8文宇目まで
544行目1文宇目から9文宇目まで

「概要」の表の3行目5文宇目から14文宇目まで
2文字目から22文宇目まで

1文宇目から20文宇目まで
欄の「○会議の内容」の表の右欄32行目
欄の「○会議の内容」の表の右欄33行目

｢概要」

｢概要」

61
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｢概要」欄の「○会議の内容」の表の右欄1行目1文宇目から20文宇目まで
｢概要」欄の「○会議の内容」の表の右欄2行目1文宇目から20文宇目まで

｢概要」欄の「○会議の内容」の表の右欄3行目1文宇目~から20文宇目まで
62

｢概要」欄の「○会議の内容」の表の右欄4行目1文宇目から12文宇目まで

○令和2年以降の、部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立高校との会議に係る全ての文書

頁 I 公開すべき部分

了雨'3行目1文宇目から9文宇目まで
｜「概要」の表の4行目13文宇目から14文宇目まで

の表の5行目5文宇目から6文宇目まで

の表の6行目5文宇目から6文字目まで

「概要」

「概要」

’
7文宇目まで

6文宇目まで

7文宇目まで

6文宇目まで

｢概要」

｢概要」

｢概要」

｢概要」

の表の7行目6文字目か
の表の8行目5文字目か

の表の9行目6文字目か

の表の10行目5文宇目か

耗
一粍一沁一牝

66

｢概要」の表の11行目6文宇目から7文宇目まで

13行目7文字目から8文宇目まで
67
14行目1文宇目から2文字目まで

「概要」の表の4行目13文字目から14文宇目まで

「概要」の表の5行目5文字目から6文宇目まで

｢概要」の表の6行目5文宇目から6文宇目まで
「概要」の表の7行目6文宇目から7文宇目まで

「概要」の表の8行目5文字目から6文宇目まで

「概要」の表の9行目6文宇目から7文字目まで

「概要」の表の10行目5文宇目から6文字目まで

「概要」の表の11行目6文宇目から7文宇目まで

「概要｣ の表の12行目1文宇目から12文宇目まで

14行目7文宇目から8文字目まで

15行目1文宇目から2文宇目まで

’
70

71

3行目1文宇目から9文宇目まで

3行目1文宇目から9文宇目まで

「概要」の表の5行目10文宇目から11文宇目まで

別
一
両

の表の6行目5文宇目から6文宇目まで

の表の7行目5文宇目から6文宇目まで

の表の8行目5文宇目から6文宇目まで

の表の9行目1文宇目から9文宇目まで

の表の5行目10文宇目から11文宇目まで

｢概要」

｢概要」

｢概要」

｢概要」

｢概要」

82

｢概要」の表の6行目5文宇目から6文宇目まで

｢概要」の表の7行目5文宇目から6文宇目まで
85

「概要」の表の8行目5文宇目から6文宇目まで

8737行目から41行目まで

893行目1文宇目か．ら9文宇目まで

9313行目1文宇目から9文字目まで‐
‐〒963行目1文宇目から9文宇目まで

4行目

99 16行目12文宇目から17文宇目まで99

18行目17文宇目から24文宇目まで

｢概要」の表の2行目10文宇目から11文宇目まで
｢概要」

｢概要」

｢概要」

の表の3行目4文宇目から5文宇目まで

の表の4行目6文宇目から7文宇目まで

の表の5行目5文字目から6文宇目まで
｢概要」の表の6行目5文宇目から6文宇目まで

｢概要」の表の7行目5文宇目から6文宇目までlOO

｢概要」

｢概要」

｢概要」

｢概要」

｢概要」

の表の8行目5文宇目から6文宇目まで

の表の9行目5文宇目から6文宇目まで

の表の11行目4文宇目から5文宇目まで

の表の15行目21文宇目から24文宇目まで

の表の16行目1文宇目から8文宇目まで
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fh
■

4行目6文宇目から7文宇目まで

5行目11文宇目から12文宇目まで

6行目1文宇目から8文宇目まで及び13文宇目から14文宇目まで
106

7行目8文宇目から12文宇目まで、16文宇目から17文宇目まで、21文宇目から22文宇目まで、26
文字目から27文宇目まで及び31文宇目から32文宇目まで ，

8行目3文宇目から4文宇目まで、8文字目から9文宇目まで及び13文宇目から14文宇目まで

3行目1文宇目から9文宇目まで

3行目1文宇目から9文宇目まで

「概要｣‘の表の6行目4文宇目から5文宇目まで
「概要」の表の7行目5文字目から6文宇目まで

「概要」の表の8行目4文宇目から5文宇目まで

「概要」の表の9行目8文宇目から9文字目まで

「概要」の表の10行目

7行目1文宇目から12文字目まで

8行目1文宇目から2文宇目まで

9行目1文宇目から2文宇目まで

10行目1文宇目から2文字目まで

11行目1文宇目から2文宇目まで

3行目1文宇目から9文宇目まで
4行目

3行目1文宇目から9文宇目まで

6行目6文宇目から11文宇目まで

8行目

9行目18文宇目から19文宇目まで

10行目

13行目17文字目から19文字目まで及び21文宇目から23文宇目まで

7行目1文宇目から8文宇目まで

9行目1文宇目から12文宇目まで

10行目8文宇目から9文字目まで、28文宇目から29文宇目まで及び33文宇目から34文宇目まで

3行目1文宇目から9文宇目まで

3行目1文宇目から9文字目まで

4行目

11行目

12行目
13行目5文宇目から7文字目まで

「概要」の表の5行目11文宇目から12文宇目まで及び16文宇目から17文宇目まで

「概要」の表の6行目9文宇目から11文宇目まで

「概要」の表の9行目1文宇目から3文宇目まで

「概要」の表の10行目1文宇目から3文宇目まで

108

111

115

116

皿一理一唖

128

130

皿一切｜皿

141

142
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